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衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
フ
ラ
ッ
ト
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の
不
正
融
資
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
フ
ラ
ッ
ト
35
の
不
正
融
資
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
二
一
二
第
四
八
号
）
一
及
び
二
の
前
段
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
金
融
機
関
に
対
す
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
で
状
況
把
握
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
政
府
と
し
て
確
認
し
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
た
か
」
に
つ
い
て
、
政
府
は
機
構
に
確
認
し
て
い

る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
金
融
機
関
向
け
の
説
明
会
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
政
府
と
し
て
確
認
し
て
い
る
。 

二
の
４
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
機
構
は
、
フ
ラ
ッ
ト
35
の
適
切
な
利
用
を
促
す
た
め
に
御
指
摘
の
「
取
組
」
を
含
め
様
々
な
取
組



 

２ 

 

を
行
っ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
機
構
に
お
い
て
こ
う
し
た
取
組
を
着
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
の
情
報
で
あ
り
、
一

般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
全
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
七

年
か
ら
令
和
六
年
ま
で
の
各
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
機
構
の
役
員
の
う
ち
国
家
公
務
員
を
退
職
し
た
者
（
休
職
し
て
、

又
は
退
職
手
当
を
受
給
せ
ず
退
職
し
て
機
構
の
職
員
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
現
役
出
向
者
（
以
下
単
に
「
現
役
出
向
者
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
役
職
及
び
人
数
は
、
各
年
と
も
理
事
長
一
名
で
あ
る
。
ま
た
、
各
年
同
日
現
在
に
お
け
る
現
役
出

向
者
の
人
数
は
平
成
二
十
七
年
が
十
一
名
、
平
成
二
十
八
年
が
十
二
名
、
平
成
二
十
九
年
が
十
一
名
、
平
成
三
十
年
か
ら
令

和
六
年
ま
で
が
十
二
名
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
役
員
の
役
職
及
び
人
数
は
、
平
成
二
十
七
年
が
理
事
一
名
及
び
監
事
一
名
、
平

成
二
十
八
年
か
ら
令
和
三
年
ま
で
が
理
事
二
名
及
び
監
事
一
名
、
令
和
四
年
か
ら
令
和
六
年
ま
で
が
理
事
二
名
及
び
監
事
二

名
で
あ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
ア
ル
ヒ
に
は
、
機
構
の
Ｏ
Ｂ
や
現
役
職
員
が
在
籍
し
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
承
知
し
て

い
な
い
。 

三
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
法
令
違
反
の
事
実
等
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
主
務
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

政
府
と
し
て
は
、
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
署
を
設
置
し
て
い
る
。 


